
                   

埼玉県流域下水道事業運営協議会設置要綱 

 

 

（目的） 

第１条 流域下水道の計画・建設・維持管理など事業の運営に関して、埼玉県から

流域関連市町へ情報提供するとともに、埼玉県と流域関連市町との意見交換及び

協議調整を行うため、「埼玉県流域下水道事業運営協議会」（以下「協議会」とい

う。）を設置する。 

 

（会議） 

第２条 協議会に全体会議、流域別会議及び調整会議を置く。 

 

（全体会議） 

第３条 全体会議は、別表１の者をもって構成する。 

２ 全体会議は、すべての流域に共通の事項を議題とする。 

３ 議長は、埼玉県下水道局長をもって充てる。 

４ 副議長は、議長が指定した者をもって充てる。 

５ 全体会議は、議長が招集し、議事を進行する。ただし、議長が判断したときは

書面等による会議に代えることができる。 

６ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（流域別会議） 

第４条 流域別会議は、別表２の団体をもって構成する。 

２ 流域別会議は、各流域下水道の事業の運営に関する事項を議題とする。 

３ 議長は、各流域を所管する下水道事務所長をもって充てる。 

４ 前条第４項から第６項までの規定は、流域別会議の運営について準用する。こ

の場合において、前条第５項中「全体会議」とあるのは「流域別会議」と読み替

えるものとする。 

 

（調整会議） 

第５条 調整会議は、別表３の団体をもって構成する。 

２ 調整会議は、各流域の意見の取りまとめや流域間の調整が必要な事項を議題と

する。 

３ 第３条第３項から第６項までの規定は、調整会議の運営について準用する。こ

の場合において、第３条第５項中「全体会議」とあるのは「調整会議」と読み替

えるものとする。 

 

 



 

 

（協議会に係る事務の処理） 

第６条 協議会の運営に関する事務は、下水道管理課企画･調整担当において処理す

る。ただし、流域別会議の運営に関する事務は、当該流域の下水道事務

所において処理する。 

 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、各会議の議

長が定める。 

 

 

  附則 

この要綱は、平成２２年７月２３日から施行する。 

 

  附則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

  附則 

この要綱は、平成２４年６月１９日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成２５年１月２１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成２６年７月２８日から施行する。 

 

  附則 

  この要綱は、平成２７年７月２４日から施行する。 

 

  附則 

  この要綱は、平成２８年７月８日から施行する。 

 

  附則 

  この要綱は、平成２９年７月１８日から施行する。 

 

  附則 

  この要綱は、平成３０年７月１９日から施行する。 

 



 

  附則 

  この要綱は、令和元年７月２４日から施行する。 

 

  附則 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

  附則 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

  附則 

  この要綱は、令和４年２月１５日から施行する。 

 

  附則 

  この要綱は、令和４年２月２８日から施行する。 

 

  附則 

  この要綱は、令和５年１１月３０日から施行する。 

 

  附則 

  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

  附則 

  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

  附則 

  この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


